
 

 

 

 

 

＜相談の窓口＞ 

○全自治体（１，８３７）のうち、「相談の窓口」がないのは４１３市町村。 

平成２１年４月１日時点 

 都道府県 政令市 市区町村 合計 

自治体数 ４７ １８ １，７７２ １，８３７ 

 

消費生活に関する「相談の窓口」

を設置している自治体数 
４７ １８ １，３５９ １，４２４ 

 うち、「消費生活センター」設置

自治体数 
４７ １８ ３４９ ４１４ 

「相談の窓口」未設置自治体数 － － ４１３ ４１３ 

 

「消費生活センター」数 １２３ ２６ ３５２ ５０１ 

 

 

○なお、人口３万人未満の自治体（９６６）では、「相談の窓口」の未設置は 

約４割にも。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜担当職員、相談員＞ 

○担当職員は前年比で減少するも、消費生活相談員は２，８００名と増加。 
                                      

                                     平成２１年４月１日時点   (20 年４月１日) 

 都道府県 政令市 市区町村 合計 

消費者行政担当職員数 １，０６２ ２３７ ３，８９１ ５，１９０

 うち、専任職員数 ７９６ ２２２ ４７６ １，４９４

消費生活相談員数 ７１４ ２４７ １，８３９ ２，８００

 

＜消費者行政予算＞ 

○減少が続いてきた消費者行政予算が21年度は総額６．２億円増加に。 

                                       単位：億円 

 平成20年度（最終予算） 平成21年度（当初予算） 

都道府県 ４２．３ ４５．６（＋３．３）

政令指定都市 １５．５ １６．１（＋０．６）

市区町村 ４３．０ ４５．３（＋２．３）

総額 １００．８ １０７．０（＋６．２）

 

○なお、全自治体の約４分の１（４２５）で消費者行政予算がゼロ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地方消費者行政の現状分析」のポイント 平成22年７月５日

地方協力課

「相談の窓口」未設置自治体の人口規模別状況（市区町村） 

予算ゼロ自治体の人口規模別状況（政令市除く市区町村） 

○消費生活相談員の着実な増加、減少が続いていた消費者行政予算が増加に転じるなど、体制の面では充実の兆しもみられる。 

○しかしながら、全自治体（１，８３７）の約２割強の自治体（４１３）で「相談の窓口」が未設置など、地域の実情に即した消費者行政の充実が課題。
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自治体の人口の合計は、約

652万人

人口３万人未満では36.9％
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